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令和７年９月３０日 

調 達 会 計 部 

 

「補給統制本部標準契約書等」の一部変更について 

 

 この度、「補給統制本部標準契約書等」補統分支３６５号（２７．３．２５）の

一部を補統分支第１６１６号（７．９．３０）により、下記のとおり変更しました

のでお知らせします。細部変更箇所については、別添資料にてご確認ください。 

 なお、本変更につきましては、令和７年１０月 1 日に締結する契約から適用しま

す。 

記 

〇 主な改正理由は以下のとおりです。 

１ 上位規則との整合 

（1） 不用物品売払契約条項（第６号） 

労働者派遣契約条項（第８号）  

（陸幕会第４０５号（７.３.２８）） 

（2） 資料の信頼性確保及び制度調査の実施に関する特約条項（第８号） 

輸入品等に関する契約に係る資料の信頼性確保及び輸入調達調査の実施に関 

  する特約条項（第９号） 

（陸幕会第３２６号（７.３.１４））  

２ 関係規則との整合 

（1） 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条

  項（第１７号）  

（防装庁第３１０号（７.５.２３）） 

（2） 特別防衛秘密の保護に関する特約条項（第２０号） 

特定秘密の保護に関する特約条項（第２１号） 

装備品等秘密の保全に関する特約条項（第２２号） 

   （防衛装備庁特約条項の改正） 

（3） 早期装備化契約特別条項（第２号） 

   （防衛装備庁特別条項の改正） 

 



 

                                   ２」 

〇 変更箇所は以下の条項等です。 

 

１ 契約書及び請書様式 

単価契約書様式（様式第３）及び請書様式（様式第６） 

 

２ 基本契約条項 

(1) 製造請負契約条項（第１号） 

(2) 不用物品売払契約条項（第６号）  

 (3) 労働者派遣契約条項（第８号） 

 

３ 特約条項 

(1) 標準内外作業方式契約に関する特約条項（第１号） 

 (2) 整備診断に関する特約条項（第３号） 

 (3) 整備診断及び診断後修理に関する特約条項（第４号） 

(4) 超過利益の返納に関する特約条項（第５号） 

(5) 代金確定に関する特約条項（第６号） 

  (6) 資料の信頼性確保及び制度調査の実施に関する特約条項（第８号） 

(7) 輸入品等に関する契約に係る資料の信頼性確保及び輸入調達調査の実施に関

する特約条項（第９号） 

(8) 部分払に関する特約条項（第１３号） 

 (9) 情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条 

項（第１６号） 

(10) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約 

  条項（第１７号） 

(11) 特別防衛秘密の保護に関する特約条項（第２０号） 

(12) 特定秘密の保護に関する特約条項（第２１号） 

(13) 装備品等秘密の保全に関する特約条項（第２２号） 

(14) 契約履行後精算に関する特約条項（第３１号） 

(15) 限定修理及び高段階整備に係る作業員派遣に関する特約条項（第３３号） 

(16) 代金確定に関する特約条項（発生・見込額報告付）（第３７号）及び契約 

履行後精算に関する特約条項（発生・見込額報告付） (第３８号)  

 

４ 特別条項 

(1) 技術援助に関する特別契約条項（第１号） 

(2) 早期装備化契約特別条項（第２号） 

 


